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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
〇
号
） 

１ 

歯
科
技
工
士
法
が
改
正
さ
れ
、「
歯
科
技
工
士
試
験
」
を
「
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
」
に

改
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関

係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
一
号
） 

１ 

次
の
四
条
例
に
つ
い
て
、
職
員
等
の
通
勤
の
た
め
の
駐
車
場
の
使
用
料
等
の
額
等
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。 

 

佐
賀
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例 

 

佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例 

 

佐
賀
県
漁
港
管
理
条
例 

 

佐
賀
県
佐
賀
空
港
条
例 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
二
号
） 

１ 

警
察
法
施
行
令
及
び
警
察
庁
組
織
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
警
務
部
の
所
掌
事

務
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
、
、
地
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
三
三
号
） 

１ 

唐
津
市
立
厳
木
小
学
校
瀬
戸
木
場
分
校
及
び
小
城
市
立
晴
田
小
学
校
川
内
分
校
が
廃
止

と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
へ
き
地
学
校
の
指
定
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
四
号
） 

１ 

医
師
法
第
一
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
が
改
正
さ
れ
た 
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こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項
及
び
引
用
語
句
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
関
係
） 

２ 
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
条
例
第
三
五
号
） 

１ 

介
護
職
員
の
更
な
る
処
遇
の
改
善
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
介
護
保
険
制
度
の
円
滑
な

運
営
を
図
る
た
め
、
佐
賀
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）

で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
ほ
か
、
基
金
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
関
係
） 

４ 

基
金
は
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合

に
限
り
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六

条
関
係
） 

５ 

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
四
年
一
二
月
三
一
日
限
り
そ
の
効
力

を
失
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
条
例
第
三
六
号
） 

１ 

現
下
の
厳
し
い
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
本
県
に
お
け
る
自
殺
対
策
を
緊
急
に
強
化
す
る

た
め
、
佐
賀
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）

で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
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る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
ほ
か
、
基
金
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
関
係
） 

４ 

基
金
は
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合

に
限
り
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六

条
関
係
） 

５ 

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
四
年
一
二
月
三
一
日
限
り
そ
の
効
力

を
失
う
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
（
条
例
第
三
七
号
） 

１ 

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
た
二
酸
化
炭
素
の
森
林
吸
収
目
標
の
達
成
並
び
に
木
材
及
び

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
活
用
し
た
低
炭
素
社
会
の
実
現
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
森
林
の
間
伐

等
及
び
間
伐
材
そ
の
他
の
森
林
資
源
を
活
用
し
た
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
県

に
お
け
る
森
林
整
備
の
加
速
化
及
び
林
業
、
木
材
産
業
そ
の
他
の
産
業
の
再
生
を
図
る
た

め
、
佐
賀
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
（
以
下｢

基
金｣

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）

で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
ほ
か
、
基
金
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
関
係
） 

４ 

基
金
は
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合

に
限
り
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六

条
関
係
） 

５ 

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
四
年
六
月
三
〇
日
限
り
そ
の
効
力
を
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失
う
こ
と
と
し
た
。 


